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日本証券業協会 サステナブルファイナンス推進宣言

証券業界は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、持続可能な社会の実現に貢献すべく、その社会
に整合し、信頼性、透明性の高い、健全な証券市場の構築が、我々に課せられた使命であることを認識し、
次のとおり宣言いたします。

サステナブルファイナンスを、持続可能な社会実現のためのインフラストラクチャと位置付け、
証券市場が有する資金調達・供給機能等を通じて、これを推進します。

証券業界は、市場参加者におけるESG要素を含む中長期的な持続可能性（サステナビリティ）を
考慮した行動を歓迎します。

様々なステークホルダーとの積極的な協働・連携を図り、当事者意識をより一層高め、
証券業界が担うべき役割を果たします。

推進にあたり、具体的な推進方針や方向性を本宣言附属書に定めます。

2022年７月20日 日本証券業協会

「サステナブルファイナンス推進宣言」の公表
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１

２

３

2022年7月20日、サステナブルファイナンスの推進に関し、証券業界が歩むべき一定の方針やスタンスを広く金融資本市場に示すことにより、証
券業を通じた社会的課題解決をより一層加速し、もって持続可能な社会に貢献すべく、 「サステナブルファイナンス推進宣言」を公表した。

（宣言本文）
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「サステナブルファイナンス推進宣言」の公表
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証券業界は、他の投資と比較してリスクとリターンなどの条件が同一又は類似であれば、適
切なリスク・リターンを確保した上で、環境・社会に対してよりポジティブなインパクトの創出
を志向します。

証券業界は、着実な脱炭素への移行に貢献すべく、グリーン分野だけでなく、排出削減が困
難なセクターにおける脱炭素・低炭素投資への資金供給（トランジションファイナンス）を推
進します。

証券業界は、市場関係者のサステナブルファイナンスに関する理解や知識の深化に寄与すべ
く、人材育成強化に向けた取組みを推進します。

証券業界は、個人投資家や学生等、幅広い方々に対し、サステナブルファイナンスに関する
意義等の積極的な周知、普及・推進を図ります。

証券業界は、国内外の関係機関等ステークホルダーとの間で、サステナブルファイナンス推
進に関する協力・連携を更に強化し、多方面からサステナブルファイナンス推進に向けた取組
みを加速します。

証券投資を通じた
ポジティブなインパクト

創出の志向

トランジション
ファイナンスによる

脱炭素移行への貢献

サステナブルファイナンスに
関する市場関係者の
人材育成強化

サステナブルファイナンスに
関する個人投資家等への

普及・推進

国内外の関係機関等との
協力・連携強化５

４

３

２

１

日本証券業協会 サステナブルファイナンス推進宣言
附属書

（宣言附属書より一部抜粋）
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国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）への提言
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IFRS財団のサステナビリティ基準策定のスケジュール

2021年 Q1 Q2 Q3 Q4 2022年 Q1 Q2 Q3

3月31日公表 2023年6月頃に変更

✓ IFRS財団は、2021年11月に国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）を設立し、2022年3月31日に気候関連開示プロトタ
イプ等を基礎とした気候関連開示基準等の公開草案を公表

✓ これを受け、日証協では、2022年1月に「サステナビリティ基準ワーキング・グループ」設置し、同公開草案に対する証券業界とし
ての意見発信について検討し、2022年7月29日付で、ISSB・サステナビリティ基準委員会（SSBJ）に意見書を提出

2023年6月頃に変更
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日程 2022年11月18日（金）13時00分～17時25分（日本時間）

タイトル
サステナブルな債券による脱炭素かつ公正な社会に向けた資金調達

“Financing a decarbonised and fair society through Sustainable Bonds”

会場 KABUTO ONE 及び Zoomによるウェビナー

共同主催者 国際資本市場協会（ICMA: International Capital Market Association※）、日本証券業協会

参加者 発行体、銀行、証券会社、（機関）投資家、その他の関係機関等 約800名強（登録者ベース）

※ICMAは欧州を中心に世界約60カ国500の金融機関が加盟する国際団体（本拠地：チューリヒ）。本協会との間で2008年1月、相互協力に関する覚書（MoU）を締結し、本

カンファレンスのほか、日本証券サミット（計5回＜いずれもロンドンでの開催分＞）も共催している。

5

ICMA共催 サステナブルボンド・カンファレンス

✓ グリーンボンド市場等の動向について日本市場関係者の理解を深め、日本市場の課題等を探る機会として、2017年より毎年、国
際資本市場協会（ICMA）との共催カンファレンスを開催

✓ ６回目となった本年度は、①トランジションファイナンス、②サステナビリティ・リンク・ボンド、③グリーン/ソーシャルボンド等の資金
使途特定型債券に焦点を当てたカンファレンスを、ハイブリッド形式により開催

✓ また、カンファレンス前日には、発行体や市場関係者等の実務担当者を対象とした、ICMAスタッフによる実務研修（エグゼクティブ・
トレーニング・コース）をオンラインにて開催

パネルディスカッションの模様
閉会の挨拶

ICMA 副CEO Nicholas Pfaff氏
開会の挨拶

日証協 会長 森田 敏夫
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ICMA共催 エグゼクティブ・トレーニングコース

５．エグゼクティブ・トレーニング・コー
スの概要

日程 2022年11月17日（木）17時00分～19時00分（日本時間）

会場 ZOOMによるウェビナー

（※研修資料は仮訳作成の上、参加者に事前配布、同時通訳あり）

主催者 国際資本市場協会（ICMA）、日本証券業協会

参加費 無料

コース内容 （歓迎の挨拶）ICMA GB原則・SB原則事務局 副CEO サステナブルファイナ

ンス・ヘッド Nicholas Pfaff 氏

（研修コース）ICMAプログラムコーディネーター Raymond Seager 氏

⚫ サステナブルボンドに関する実務ガイド

⚫ 2022年におけるグリーンボンド原則及び関連ドキュメント等のアップデート

⚫ クライメート・トランジション・ファイナンス＆サステナビリティ・リンク・ボンド

⚫ Q＆A

参加者 主に事業者や地方公共団体等の発行体の他、

証券会社・銀行・（機関）投資家等の市場関係者（参加申込者：202名）

✓ サステナブルボンド・カンファレンスの前日には、グリーンボンド、トランジションボンド、サステナビリティ・リンク・ボンド等の発行を検討中
の発行体等の実務担当者を対象に、ICMA講師による「Executive Training Course」を開催した。

✓ 本コースでは、グリーンボンド等の発行実務やグリーンボンド原則等のアップデート内容等について解説された。
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ICMA原則等に係る日本語訳の作成
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「グリーン/ソーシャルボンド原則」 「インパクトレポーティングガイダンス」

✓ 市場関係者のICMA原則の理解に資するべく、ICMAが2022年に改訂した「グリーンボンド/ソーシャルボンド原則2021
（2022年6月付録Ⅰ改訂版）」および「インパクトレポーティングに関するガイダンス文書（2022年6月公表版）」の
日本語訳を作成した。

✓ 各日本語訳資料については、ICMAウェブページに掲載し、本協会ウェブページにリンクを掲載している。

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/

～ICMAウェブページ画面より（グリーンボンド原則）～

ICMAウェブページに2021年版（2022年6月
付録Ⅰ改訂版）日本語訳をアップ

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/
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個人向け「GX経済移行債（仮称）」の意義
✓ 満期保有を前提とした安定的な個人投資家への訴求
✓ 貯蓄者への投資手段の1つとなり得る金融商品の提供
✓ 国民に対する気候変動対策のPR、国民のSDGsに対する意識の醸成
✓ 個人向けのサステナブル関連の金融商品の幅が拡大し、グリーン国際金融ハブとしての地位向上に寄与
✓ 例えば利率がインフレ率に連動するなどの商品設計により、インフレ対応の一助に寄与する可能性

GX経済移行債の個人向け発行に関する提言
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◆日本証券業協会「中間層の資産所得拡大に向けて～資産所得倍増プランへの提言～」（2022年７月20日公表）より

✓ 政府は、2022年６月７日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2022（骨太方針）」及び2023年２月10日閣議決定の「GX実現に
向けた基本方針」において、「GX経済移行債」の発行について明記している。

✓ 日証協では、2022年７月20日付けで「中間層の資産所得拡大に向けて～資産所得倍増プランへの提言～」を公表し、その中で、「GX経済移行債を
個人向けにも発行すること」を提言の一つとして掲げている。

◆経済財政運営と改革の基本方針2022（2022年６月７日閣議決定）

第２章 新しい資本主義に向けた改革
１．新しい資本主義に向けた重点投資分野
（４）グリーントランスフォーメーション（GX）への投資
…［略］…今後 10 年間に 150 兆円超の投資を実現するため、成長促進と排出抑制・吸収を共に最大化する効果を持った、「成長志向型カーボンプライシング構想」を具体化し、
最大限活用する。
同構想においては、150 兆円超の官民の投資を先導するために十分な規模の政府資金を、将来の財源の裏付けをもった「GX経済移行債（仮称）」により先行して調達し、複
数年度にわたり予見可能な形で、速やかに投資支援に回していくことと一体で検討していく。

◆GX実現に向けた基本方針（2023年２月10日閣議決定）

（２）「GX経済移行債」を活用した大胆な先行投資支援（規制・支援一体型投資促進策）
２）「GX経済移行債」
国として長期・複数年度にわたり投資促進策を講ずるために、カーボンプライシング導入の結果として得られる将来の財源を裏付けとした 20 兆円規模の「GX経済移行債」を、来
年度以降 10 年間、毎年度、国会の議決を経た金額の範囲内で発行していく。
また、「GX 経済移行債」については、これまでの国債（建設国債、特例国債、復興債等）と同様に、同一の金融商品として統合して発行することに限らず、国際標準に準拠した新た
な形での発行も目指して検討する。そのためには、①市場における一定の流動性の確保、②発行の前提となる民間も含めたシステム上の対応、③調達した資金の支出管理（支出の
フォローアップ、レポート作成等）等の難しい課題を解決し、国際的な認証を受けて発行していくことが必要となる。このため、関係省庁による検討体制を早期に発足させる。
「GX 経済移行債」により調達した資金は、GX に向けた投資促進のために支出することを明確化するべく、本基本方針に基づく国による GX 投資の一環として先行的に措置した予算
を含めて、エネルギー対策特別会計で区分して経理する。
また、償還については、カーボンニュートラルの達成目標年度の 2050 年度までに終える設計とする。
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インパクト測定ツール情報サイトの公開

✓ 社会的又は環境的な変化や効果を投資判断に包摂するインパクト投資により生じるインパクトを測定・マネジメントすること（Impact 
Measurement and Management：IMM）の重要性が増しており、複数のイニシアティブにより、インパクトを測定するためのツー
ル類が策定・公表されている。

✓ このうち、代表的なツールとして、Impact Frontiersが提供する「5 Dimensions of Impact」及びGIIN（the Global Impact 
Investing Network）が提供する「IRIS+」の概要、使用方法等についての情報サイトを開設
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個人を主な対象とするSDGs・ESG解説ページの公開

✓ 本協会の「個人投資家の証券投資に関する意識調査」において、ESG投資の内容を認知している者は、約3割であり、ESG投資の内
容を知らない、そもそもESG投資を知らない、といった個人投資家が7割近くを占めている結果であった

✓ 証券業界として、幅広い投資家層へのサステナブルファイナンスの浸透を図るべく、個人投資家を主な対象としたSDGs・ESG（投資）
に関する基礎的な情報について解説を行うウェブページ「SDGs・ESGのいろは～証券投資でより良い世界を～」を開設

＜掲載項目＞

＜バナー＞
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トランジション・ファイナンス推進のための
ロードマップ勉強会（自動車分野）の開催

11

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回

日時 2022年4月21日
16：30～18：30

2022年4月28日
15：00～17：00

2022年5月11日
15：00～16：30

2022年5月31日
15：00～17：00

2023年4月24日
14：00～15：00

分野 鉄鋼、化学 電力、ガス、石油 紙・パルプ、セメント 内航/国際海運、航空 自動車

申込者数 398名 484名 384名 389名 429名

登壇者  経済産業省
 JFEホールディングス㈱
 住友化学㈱

 経済産業省
 ㈱JERA
 東京ガス㈱
 出光興産㈱

 経済産業省  経済産業省
 国土交通省
 ㈱商船三井
 日本航空㈱

 経済産業省

主催 日本証券業協会

主な対象 証券会社、金融機関等の役職員、事業会社、投資家、評価機関等の実務担当者

開催方法 Zoomによるウェビナー

参加費 無料

総申込者数 2,084名（各回申込者の合計）

開催日程
登壇者等

具体的なトランジションに向けた取組み・戦略は分野（業種）ごとに異なることから、経済産業省・国土交通省において、多排出産業の各分
野別に参照し得るロードマップが策定されている。ロードマップは、事業会社のトランジション戦略の策定やトランジションへの取組・戦略の適格
性を判断するために有用なものであることから、本協会では、トランジション・ファイナンスに携わる幅広い市場関係者が、トランジション・ファイナン
スの意義、各分野別ロードマップ策定の背景、内容等の理解を深めることを目的とした勉強会を開催している（前事務年度までで分野ごとに
4回開催）
本年3月には、自動車分野におけるロードマップが新たに策定されたことから、本協会では第5回目となる勉強会を開催
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（参考）関係省庁等における関連会議体の開催状況等

会議体名 所管 開催状況 趣旨・目的等

GX実行会議 内閣官房 第5回
（2022/12/22）

まで開催

エネルギーの安定供給の再構築に必要となる方策や、脱炭素に向けた経済・社会、産業構
造変革への今後10年のロードマップなど、GXを実行するために必要な施策を議論している。
⇒「GX実現に向けた基本方針」閣議決定（2023/2/10）

サステナブルファイナンス
有識者会議

金融庁 第15回
（2022/12/15）

まで開催

2050年までのカーボンニュートラルの実現に向けて、「経済と環境の好循環」を作り出していく
ことが政府の課題となっている。日本企業は、そのための高い技術や潜在力を有しており、国
内外の成長資金が、こうした企業の取組みに活用されるよう、金融機関や金融資本市場が
適切に機能を発揮することが重要。こうした観点から、考えられる課題や対応案について検討
する。
⇒次回（第16回）は「６月６日（火）10：00～12：00」開催予定
【議事】１年間の振り返り・総括（Ｐ）

ＥＳＧ評価・データ提供機
関等に係る専門分科会

金融庁 第8回
（2022/11/10）

まで開催

ESG投資が拡大する中で重要性が増すESG評価・データ提供機関について、期待される行
動規範のあり方等の議論を進める。
⇒「ESG評価・データ提供機関に係る行動規範」公表（2022/12/15）

インパクト投資等に関する
検討会

金融庁 第6回
（2023/03/22）

まで開催

国内のインパクト投資残高は増加傾向にあるものの、他の先進国と比較すると投資規模は
小さく市場関係者も国内での成長可能性を感じており、投資の拡大を図る余地がある。イン
パクト投資の拡大を図ることで、各投資が企図する社会・環境課題の解決に貢献するとともに、
結果としてスタートアップを含む新たな事業の創出につなげる。
⇒「インパクト投資等に関する検討会報告書（案）」公表予定（2023年6月上中旬）

脱炭素等に向けた
金融機関等の取組み
に関する検討会

金融庁 第5回
（2023/02/28）

まで開催

脱炭素に向けた企業との対話を進める金融機関等の一助となるよう、国内外の動向・実例
を参照しつつ、金融機関が脱炭素に向けた取り組みを行う際に有用な留意点等を含め、金
融機関と企業との対話の活発化に向けた方策について議論を行う。
⇒「脱炭素等に向けた金融機関等の取組みに関する検討会報告書」公表予定

トランジション・ファイナンス
環境整備検討会

経産省
環境省
金融庁

第7回
（2023/02/21）

まで開催

着実な低炭素化・脱炭素化に向け、移行段階に必要な低炭素技術に対して、トランジショ
ン・ボンドまたはローンによる資金調達を行う際に、事業会社、証券会社、銀行、評価機関
等が必要となるガイドラインを示す。
⇒「トランジション・ファイナンスにかかるフォローアップガイダンス（案）」公表（2023/4/28）



© Japan Securities Dealers Association.All Rights Reserved. 13

会議体名 所管 開催状況 趣旨・目的等

産業のGXに向けた資金供給
の在り方に関する研究会
（GXファイナンス研究会）

経産省
環境省
金融庁

第5回
（2022/12/13）

まで開催

炭素中立型の経済社会実現に向け、官民協働で企業の気候変動対策投資とそれへの
資金供給を更に強化するために、①企業や金融機関が投資を行う際の環境整備、②Ｇ
Ｘへの挑戦・実践を行う企業への新たな評価軸、③マクロでの気候変動分野への資金誘
導策について検討する。
⇒「産業のGXに向けた資金供給の在り方に関する研究会 施策パッケージ」を取りまとめ
（2022/12/13）

官民でトランジション・ファイナ
ンスを推進するためのファイナ
ンスド・エミッションに関するサ
ブワーキング

経産省
環境省
金融庁

第2回
（2023/03/30）

まで開催

排出削減を行う企業による脱炭素に向けた投融資を積極的に評価するためのファイナンス
ド・エミッションに関する基本的な考え方を整理し、算定・開示方法の具体的なあり方及び
効果的な国際発信の方法やタイミングを検討し、民間ベースの議論を政府としてエンドース
する形で我が国としての考え方をまとめる。
⇒「金融機関によるトランジション・ファイナンスを通じた脱炭素化支援を推進していくための
官民の取組について」を公表（2023/2/21）

ESG金融ハイレベルパネル 環境省 第6回
（2023/03/07）

まで開催

直接金融において先行して加速しつつあるESG投資をさらに社会的インパクトの大きいもの
へと育むとともに、間接金融においても地域金融機関と地方自治体等の協働と、グローバ
ルな潮流を踏まえた金融機関の対応によりESG融資を実現する必要がある。
ESG金融大国の実現に向けて、金融・投資分野の各業界トップと国が連携し、ESG金融
に関する意識と取組を高めていくためESG金融懇談会提言に基づく取組状況の定期的な
フォローアップ等を行う。

グリーンファイナンスに関する
検討会

環境省 第7回
（2023/03/20）

まで開催

「グリーン・ウォッシング」、「トランジション・ファイナンス」や「TNFD」などの国際的な議論の
動向や、国内の各主体による施策の進展等を踏まえ、グリーンボンドガイドライン等の各種
ガイドラインの見直し等の検討を行う。

グリーンリスト に関する
ワーキンググループ
（設置予定）

環境省 第1回は2023年
６月頃開催予定

グリーンボンドガイドライン付属書１別表拡充に当たっての考え方、個別の例示の拡充につ
いて、年度内に３回程度検討会を実施予定（本年８～10月にかけて、分野別に、業
界団体にも分野別のヒアリングを検討）。

（参考）関係省庁等における関連会議体の開催状況等
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来事務年度におけるトランジション・ファイナンス推進にあたっての施策（案） 

2023年 5月 

 

 近年のトランジション・ファイナンス推進に係る関係省庁等における検討の進展に伴い、本協会ではサステナブルファイナンスの推進に向けてはトランジション・ファイナ

ンス推進が重要との認識のもと、2022年 10月より、本委員会下部会議体の「SDGsに貢献する金融商品に関するワーキング・グループ」メンバー等への意見照会など

を行い、以下のとおり来事務年度の施策（案）を策定いたしました。 

 下記施策（案）では、優先度や具体的対応策の検討状況を踏まえ、「１．優先的に検討・対応」と「２．外部環境の変化、具体的な対応方法等を踏まえつつ、実現の可否

含めて検討・対応」の２つのカテゴリに分けて対応することを想定しております。 

下記施策（案）を踏まえ、2022年 7月に策定した「サステナブルファイナンス推進宣言 附属書」におけるアクションプランを「参考２_サステナブルファイナンス推進宣

言附属書アクションプラン改定案.」のとおり改定する方向で検討しております。 

本日の会合では、下記の施策案及び同宣言附属書の改定案につきまして、委員の皆様からのご意見をお伺いしたく存じます。 

 

１．優先的に検討・対応 

施策案 課題・目的 期間 

＜セミナー・勉強会の開催＞ 

 ⚫ トランジション関連の技術専門家を講師に招き、証券会社、

投資家、金融機関などの金融分野の担当者を参加対象と

したセミナー 

⚫ 金融業界におけるトランジション関連技術に対する理解を深めることで、顧客

企業への提案（開示資料で強調すべきなど）、技術専門家におけるファイナン

ス感覚の理解を促し、ステークホルダー間の認識のギャップを埋める目的 

短～中期 

 ⚫ 投資家等の市場関係者を対象としたトランジション・ファイナ

ンス、フォローアップ・ガイダンスに関する研修・勉強会 

⚫ 「トランジション・ファイナンス環境整備検討会」において、主に金融機関や（特

に債券）投資家向けを対象とする「トランジション・ファイナンスにかかるフォロー

アップ・ガイダンス」（案）を策定 

⚫ 機関投資家の窓口となるのは証券会社各社の営業担当者であり、営業担当

者の ESG投資に対するナレッジが現在以上に必要になるとのこと 

短～中期 

 ⚫ トランジション・ファイナンスの先進的な取り組みを行う投資

家（例：第一生命）の知見共有も踏まえたセミナー・カンファ

レンス 

⚫ トランジション・ファイナンスに関する取組方針を整理して前向きに取り組む先

進的な投資家の事例（例:第一生命）を紹介することで、Financed Emissions を

気にして、多排出企業への投資を躊躇う投資家を後押しする 

短～中期 

＜情報共有＞ 

 ⚫ 関係省庁の会議体の検討状況等の共有 ⚫ 現状、各省庁等において、複数の会議体が設置されているため、証券会社に 随時 

資 料 ２ 
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施策案 課題・目的 期間 

おいて検討状況の把握に負担があるとのこと 

 ⚫ 各種海外機関公表資料の翻訳 ⚫ ICMA公表資料等（改訂版を含む）の翻訳 随時 

＜関係省庁にヒアリング（必要に応じて意見発信も検討）＞ 

 ⚫ トランジション・ファイナンスに係る補助金制度について ⚫ トランジションローンの場合は利子の補助がある一方、ボンドの場合は ESG評

価費用に対する補助金のみ1というギャップが存在 

短～長期 

 

 

２．外部環境の変化、具体的な対応方法等を踏まえつつ、実現の可否含めて検討・対応 

施策案 課題・目的 期間 

＜情報共有＞ 

 ⚫ トランジション・ファイナンスに関する先進事例のとりまとめ ⚫ 海外の機関投資家が本邦発行体の定めるトランジション・ファイナンス・フレー

ムワークの資金使途の一部に難色を示す懸念 

中～長期 

 ⚫ 共同エンゲージメントの機会提供 

  （企業としての方向性、国としての方向性の共有） 

⚫ トランジションボンドの発行体は、すでにサステナビリティ関連の情報開示の充

実が求められており、できるかぎりの負担軽減が求められる 

⚫ 投資家においては、一企業に回答できることが限られているトピック（例：原発

の廃棄物処理問題）について、関係省庁等としての施策の方向性・考えを共

有するニーズがあるとのこと 

中～長期 

＜意見発信＞ 

 ⚫ 国内外の議論に応じた各種ステークホルダーへの意見発

信（適宜、国内関連組織と連携） 

論点例） 

・PCAFでの Financed Emissionや Facilitated Emissionに関する議論 

・サステナビリティ報告に係る基準等の策定に係る議論 

・「削減貢献量」に係る議論 

・ICMA原則やレジストリに関する依頼 

随時 

以   上  

 
1 https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/cnrishihokyu/index.html 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/cnrishihokyu/index.html
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証券業界は、他の投資と比較してリスクとリターンなどの条件が同一又は
類似であれば、適切なリスク・リターンを確保した上で、環境・社会に対し
てよりポジティブなインパクトの創出を志向します。

証券業界は、着実な脱炭素への移行に貢献すべく、グリーン分野だけでな
く、排出削減が困難なセクターにおける脱炭素・低炭素投資への資金供
給（トランジションファイナンス）を推進します。

証券業界は、市場関係者のサステナブルファイナンスに関する理解や知識
の深化に寄与すべく、人材育成強化に向けた取組みを推進します。

証券業界は、個人投資家や学生等、幅広い方々に対し、サステナブルファ
イナンスに関する意義等の積極的な周知、普及・推進を図ります。

証券業界は、国内外の関係機関等ステークホルダーとの間で、サステナブ
ルファイナンス推進に関する協力・連携を更に強化し、多方面からサステナ
ブルファイナンス推進に向けた取組みを加速します。

証券投資を通じた
ポジティブなインパクト

創出の志向

トランジション
ファイナンスによる

脱炭素移行への貢献

サステナブルファイナンスに
関する市場関係者の
人材育成強化

サステナブルファイナンスに
関する個人投資家等への

普及・推進

国内外の関係機関等との
協力・連携強化５

４

３

２

１

1

日本証券業協会 サステナブルファイナンス推進宣言
附属書
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【目的③】
持続可能な社会と

整合的な証券市場の構築

【手段③】
サステナブルファイナンス

推進

【目的②】
サステナブルファイナンス

推進

【手段②】
附属書における

方針・方向性の浸透

【目的①】
附属書における

方針・方向性の浸透

【手段①】
附属書と整合的な
施策の遂行
（次頁以降）

目的達成の過程において、
附属書・施策は、状況・必要に応じ改定・変更・追加される

第１段階 第２段階 第３段階

【目的①】
⇒

【手段②】

【目的②】
⇒

【手段③】

【手段②】
附属書における

方針・方向性の浸透

【手段①】
附属書と整合的な
施策の遂行

【手段①】
附属書と整合的な
施策の遂行

サステナブルファイナンス推進宣言 附属書

附属書の位置付け
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サステナブルファイナンス推進宣言 附属書

現状・問題意識の背景 問題意識 サマリー

証券投資を
通じた

ポジティブな
インパクト
創出の志向

トランジション
ファイナンス
による

脱炭素移行へ
の貢献

サステナブル
ファイナンスに
関する

市場関係者の
人材育成強化

サステナブル
ファイナンスに
関する

個人投資家等
への普及・推進

国内外の
関係機関等
との協力・連携

強化

2018年「ESG 金融懇談会 提言～ ESG 金融大国を目指して ～」において、リ
スク・リターンにおけるESG方針に関して「機関投資家は、21 世紀の受託者責
任の考え方の浸透とともに、利回り等の条件が同一又は類似であれば ESG

関連銘柄へ投資するなど、ESG 投資に関する方針を明確化することが望まれ
る。」といった旨が記載された。また、環境省「ESG金融ハイレベル・パネル」に設
置されたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースではポジティブインパクト
創出を意図する「インパクトファイナンスの基本的考え方」が取りまとめられている。

適切なリスク・リターンを確保しつつ、環境・社会・経済にポジティブなインパ
クトをもたらすことを意図したインパクトファイナンスを普及させ、実践していく
ことが市場関係者において重要となり、証券業界としても、証券投資を通じ
たインパクト創出志向のベクトルをより一層推進していくべきであると認識。

日本政府は2020年10月、2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言した。
脱炭素社会の実現に向けて長期的な戦略に則り、着実なGHG削減の取組み
を行う企業に対する支援を目的としたトランジションファイナンスの重要性が増し
ており、これを受けた経済産業省・環境省・金融庁による「クライメート・トランジ
ション・ファイナンスに関する基本指針」の策定が契機となり、本国ではトランジ
ションファイナンスが着実に進展をしている。

トランジションファイナンスと名付けて資金調達を行う際の信頼性を確保する
こと、特に排出削減困難なセクターにおけるトランジションへの資金調達手
段・地位確立が重要となり、証券業界としても、 「クライメート・トランジショ
ン・ファイナンスに関する基本指針」等と整合的なトランジションファイナンスを
より一層推進する必要があると認識。

金融庁「サステナブルファイナンス有識者会議報告書」において、サステナブルファ
イナンスに係る市場関係者の人材育成に関し、「国際的な取組みや投資家グ
ループへの参画に際しては、国際的に議論できる能力や、サステナブルファイナン
ス分野における専門人材が課題との声が聞こえる。」「販売業者となる証券会
社等においても、ESG商品の効果が長期に渡る特性を十分に踏まえて、顧客
の側に立ったアドバイザーとなる人材の育成強化に向けた取組みを進めていくな
どが期待される。」といった旨が明記された。

証券業界においても、ESG要素を考慮した顧客へのアドバイザリー、サポート
の提供や、国際的な取組み・議論に参画すべく、サステナブルファイナンス分
野における専門人材の育成が様々な施策を遂行する上でのベースとなり、優
先すべき事項であると認識。

本協会で2021年に実施した「個人投資家の証券投資に関する意識調査」で
は、ESG投資の内容を認知している者（「ESG投資を知っており、ESG関連金
融商品に投資したことがある」「ESG投資を知っており、かつ興味もあるが、ESG
投資を行ったことはない」「ESG投資は知っているが、特に興味はない」）は約
３割であり、ESG投資の内容を知らない、そもそもESG投資を知らないといった
投資家が７割近くを占めているといった結果が示された。

個人を対象とした金融経済教育に関し、各金融商品の特性とともにサステナ
ブルファイナンスの意義についても理解が深まるよう、証券業界としても幅広
い投資家層へのサステナブルファイナンスの浸透を図るべく、個人投資家に対
するサステナブルファイナンスの普及・推進が課題と認識。

本協会では、グリーンボンド市場等の動向について日本市場関係者の理解を深
め、日本市場の課題等を探る機会として、国際資本市場協会（ICMA）との
共催で、毎年、グリーン／ソーシャルボンド・カンファレンスを開催している。また、
同カンファレンスの前日には、発行体を対象としたセミナー「エグゼクティブ研修
コース」を開催、ICMAグリーン／ソーシャルボンド原則日本語版を作成するなど、
関係機関・経済団体等との積極的な連携に取り組んでいる。

ICMAとの連携のみならず、IFRS財団による国際サステナビリティ基準審議
会（ISSB）に係る意見発信、環境省、金融庁、経済産業省をはじめとす
る関係省庁との連携、GFANZ等国際的イニシアチブへの協力可能性検討
等、証券業界を取り巻くステークホルダーは国内外・官民問わず数多く存在
し、サステナブルファイナンス推進に向けた連携強化の必要性を認識。

3

５

４

３

２

１

現状・問題意識の背景 問題意識
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サステナブルファイナンス推進宣言 附属書

アクション プラン サマリー

1. ICMAウェブサ
イト及び本協会
HP上公表想定

2. 本協会HP上で
の公表を想定

1. （市場関係者向け）経済産業省を中心に公表されている分野別ロードマップに関する市場関係者
を対象とした勉強会を開催する。

2. 本協会国際部が事務局を務める「アジア証券人フォーラム（ASF）」のトランジションファイナンスに
関するスタディグループでアジア域内におけるトランジションファイナンスの状況に関し情報共有を図る。

3. ICMAとのイベントを始め、トランジションファイナンスに関する各種発信を検討する。

1. 2022年度中
を想定

2. 2022年度中
を想定

1. （発行体向け）ICMAとの研修プログラムを継続するにあたり、SDGs債の発行体にとってより有
意義となるよう内容の見直し等を検討する。

2. （証券会社向け）本協会が発行・公表する「SDGsに貢献する金融商品に関するガイドブック」の
内容を最新の内容となるように改定を行う。

1. 2022年度中
開催予定

2. 2022年3月
改定・公表済

1. オンライン想定
状況に応じハイ
ブリッド検討

2. 本協会HP上に
公開

1. 発行体のインパクトレポーティング作成に資するよう、ICMA「Harmonised Framework for
Impact Reporting」等の翻訳、公表を検討する。

2. 本協会ホームページにインパクトファイナンス、インパクトレポーティングの各イニシアティブ（GIIN、
GSG、IMP、ISSB等）が公表する実際のツール、非財務報告フレームワーク（SASB、GRI
等）が公表するガイドライン等へのポータルサイトの開設を検討する。

1. 2022年４月
以降順次開催

2. 2022年度中
3. 2022年度中

1. オンライン開催
2. オンラインによる

情報共有想定
3. 本協会HPの利

用

1. 本協会HP上で
の公表を想定

2. 本協会HP上で
の公表を想定

1. 2022年度中
を想定

2. 2022年度中
を想定

1. 本協会ホームページの個人投資家向けサイト「投資の時間」内に、サステナブルファイナンスの意義
等について理解に資するようなコンテンツを検討する。

2. 個人投資家へのESG投資等の浸透状況により、将来的には、個人投資家による上場株式への
ESG投資等の手法や事例の収集・公表等を検討する。

各会議体等において
逐次協力・発信を行
う

2022年度中に順
次実施

1. サステナビリティ報告に係る基準の策定に関し、証券業界として適切な意見発信を行う。＜サステナ
ブルファイナンス推進委員会下部に「サステナビリティ基準ＷＧ」を設置済＞

2. JPX「サステナブルファイナンス環境整備検討会」におけるESG関連プラットフォーム等の施策に対し、
積極的に連携・協力を図る。

3. サステナブルファイナンスに関する現状の課題、内外動向等について関係者間で意見交換を行い、
必要に応じ、当局等に対し意見発信等も検討する。

4. サステナブルファイナンスに関する取組み等は、関係省庁、GFANZ等の内外各ステークホルダーの
イニシアティブ等との必要な連携も留意し検討する。

5. 引き続き、ICMAとの連携を継続する。

4

証券投資を
通じた

ポジティブな
インパクト
創出の志向

トランジション
ファイナンス
による

脱炭素移行へ
の貢献

サステナブル
ファイナンスに
関する

市場関係者の
人材育成強化

サステナブル
ファイナンスに
関する

個人投資家等
への普及・推進

国内外の
関係機関等
との協力・連携

強化

５

４

３

２

１

具体的対応施策 時期 公表箇所等
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2018年「ESG 金融懇談会 提言」において、リスク・リターンにおけるESG方
針に関して「機関投資家は、21 世紀の受託者責任の考え方の浸透とともに、
利回り等の条件が同一又は類似であれば ESG 関連銘柄へ投資するなど、
ESG投資に関する方針を明確化することが望まれる。」といった旨が記載さ
れた。また、環境省「ESG金融ハイレベル・パネル」に設置されたポジティブイ
ンパクトファイナンスタスクフォースではポジティブインパクト創出を意図する
「インパクトファイナンスの基本的考え方」が取りまとめられている。

適切なリスク・リターンを確保しつつ、環境・社会・経済にポジティブなインパ
クトをもたらすことを意図したインパクトファイナンスを普及させ、実践していく
ことが市場関係者において重要となり、証券業界としても、証券投資を通じ
たインパクト創出志向のベクトルをより一層推進していくべきであると認識。

証券投資を通じた
ポジティブなインパクト

創出の志向
１

1. ICMAウェブサイト及び
本協会HP上での公表
を想定

2. 本協会HP上での公表
を想定

1. 発行体のインパク ト レ ポー テ ィ ン グ作成に資するよ う 、 ICMA
「Harmonised Framework for Impact Reporting」等の翻訳、
公表を検討する。

2. 本協会ホームページにインパクトファイナンス、インパクトレポーティングの各
イニシアティブ（GIIN、GSG、IMP、ISSB等）が公表する実際のツール、
非財務報告フレームワーク（SASB、GRI等）が公表するガイドライン等
へのポータルサイトの開設を検討する。

1. 2022年度中を想定

2. 2022年度中を想定

5

サステナブルファイナンス推進宣言 附属書
１．証券投資を通じたポジティブなインパクト創出の志向 施策

証券業界は、他の投資と比較してリスクとリターンなどの条件が同一又は
類似であれば、適切なリスク・リターンを確保した上で、環境・社会に対し
てよりポジティブなインパクトの創出を志向します。

現状・問題意識の背景 問題意識

具体的対応施策 時 期 公表箇所等
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トランジション
ファイナンスによる

脱炭素移行への貢献
２

1. オンライン開催を予定

2. オンラインによる情報共
有を想定

3. 本協会HPの利用を想
定

1.（市場関係者向け）経済産業省を中心に公表されている分野別ロードマッ
プに関する市場関係者を対象とした勉強会を開催する。

2.本協会国際部が事務局を務める「アジア証券人フォーラム（ASF）」のトラ
ンジションファイナンスに関するスタディグループでアジア域内におけるトランジ
ションファイナンスの状況に関し情報共有を図る。

3. ICMAとのイベントを始め、トランジションファイナンスに関する各種発信を検
討する。

1. 2022年以降、経済
産業省等協力の下順
次開催

2. 2022年度中実施想
定

3. 2022年度中実施想
定

6

具体的対応施策 時 期 公表箇所等

証券業界は、着実な脱炭素への移行に貢献すべく、グリーン分野だけでな
く、排出削減が困難なセクターにおける脱炭素・低炭素投資への資金供
給（トランジションファイナンス）を推進します。

サステナブルファイナンス推進宣言 附属書
２．トランジションファイナンスによる脱炭素移行への貢献 施策

日本政府は2020年10月、2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言
した。脱炭素社会の実現に向けて長期的な戦略に則り、着実なGHG削減
の取組みを行う企業に対する支援を目的としたトランジションファイナンスの
重要性が増しており、これを受けた経済産業省・環境省・金融庁による「クラ
イメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」の策定が契機となり、
本国ではトランジションファイナンスが着実に進展をしている。

トランジションファイナンスと名付けて資金調達を行う際の信頼性を確保する
こと、特に排出削減困難なセクターにおけるトランジションへの資金調達手
段・地位確立が重要となり、証券業界としても、 「クライメート・トランジショ
ン・ファイナンスに関する基本指針」等と整合的なトランジションファイナンスを
より一層推進する必要があると認識。

現状・問題意識の背景 問題意識
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サステナブルファイナンスに
関する市場関係者の
人材育成強化

３

1. オンライン想定（状況に
応じてハイブリッドを検
討）

1. 本協会HP上に公開

1. （発行体向け）ICMAとの研修プログラムを継続するにあたり、SDGs債
の発行体にとってより有意義となるよう内容の見直し等を検討する。

2. （証券会社向け）本協会が発行・公表する「SDGsに貢献する金融商品
に関するガイドブック」の内容を最新の内容となるように改定を行う。

1. 2022年度中開催予
定

2. 2022年3月改定・公
表済

7

具体的対応施策 時 期 公表箇所等

証券業界は、市場関係者のサステナブルファイナンスに関する理解や知識
の深化に寄与すべく、人材育成強化に向けた取組みを推進します。

サステナブルファイナンス推進宣言 附属書
３．サステナブルファイナンスに関する

市場関係者の人材育成強化 施策

金融庁「サステナブルファイナンス有識者会議報告書」において、サステナブル
ファイナンスに係る市場関係者の人材育成に関し、「国際的な取組みや投資
家グループへの参画に際しては、国際的に議論できる能力や、サステナブル
ファイナンス分野における専門人材が課題との声が聞こえる。」「販売業者と
なる証券会社等においても、ESG商品の効果が長期に渡る特性を十分に
踏まえて、顧客の側に立ったアドバイザーとなる人材の育成強化に向けた取
組みを進めていくなどが期待される。」といった旨が明記された。

証券業界においても、ESG要素を考慮した顧客へのアドバイザリー、サポー
トの提供や、国際的な取組み・議論に参画すべく、サステナブルファイナンス分
野における専門人材の育成が様々な施策を遂行する上でのベースとなり、
優先すべき事項であると認識。

現状・問題意識の背景 問題意識
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サステナブルファイナンスに
関する個人投資家等への

普及・推進
４

1. 本協会HP上での公表
を想定

2. 本協会HP上での公表
を想定

1. 本協会ホームページの個人投資家向けサイト「投資の時間」内に、サステナ
ブルファイナンスの意義等について理解に資するようなコンテンツを検討する。

2. 個人投資家へのESG投資等の浸透状況により、将来的には、個人投資家
による上場株式へのESG投資等の手法や事例の収集・公表等を検討する。

1. 2022年度中を想定

2. 2022年度中を想定

8

具体的対応施策 時 期 公表箇所等

証券業界は、個人投資家や学生等、幅広い方々に対し、サステナブルファ
イナンスに関する意義等の積極的な周知、普及・推進を図ります。

サステナブルファイナンス推進宣言 附属書
４．サステナブルファイナンスに関する

個人投資家等への普及・推進 施策

本協会で2021年に実施した「個人投資家の証券投資に関する意識調査」
では、ESG投資の内容を認知している者（「ESG投資を知っており、ESG
関連金融商品に投資したことがある」「ESG投資を知っており、かつ興味もあ
るが、ESG投資を行ったことはない」「ESG投資は知っているが、特に興味は
ない」）は約３割であり、ESG投資の内容を知らない、そもそもESG投資を
知らないといった投資家が７割近くを占めているといった結果が示された。

個人を対象とした金融経済教育に関し、各金融商品の特性とともにサステナ
ブルファイナンスの意義についても理解が深まるよう、証券業界としても幅広
い投資家層へのサステナブルファイナンスの浸透を図るべく、個人投資家に対
するサステナブルファイナンスの普及・推進が課題と認識。

現状・問題意識の背景 問題意識
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国内外の関係機関等との
協力・連携強化５

各会議体等において逐次協
力・発信を行う

1. サステナビリティ報告に係る基準の策定に関し、証券業界として適切な意見
発信を行う。＜サステナブルファイナンス推進委員会下部に「サステナビリティ
基準ＷＧ」を設置済＞

2. JPX「サステナブルファイナンス環境整備検討会」におけるESG関連プラット
フォーム等の施策に対し、積極的に連携・協力を図る。

3. サステナブルファイナンスに関する現状の課題、内外動向等について関係者
間で意見交換を行い、必要に応じ、当局等に対し意見発信等も検討する。

4. サステナブルファイナンスに関する取組み等は、関係省庁、GFANZ等の内
外各ステークホルダーのイニシアティブ等との必要な連携も留意し検討する。

5. 引き続き、ICMAとの連携を継続する。

2022年度中に順次実施

9

時 期 公表箇所等

証券業界は、国内外の関係機関等ステークホルダーとの間で、サステナブ
ルファイナンス推進に関する協力・連携を更に強化し、多方面からサステナ
ブルファイナンス推進に向けた取組みを加速します。

サステナブルファイナンス推進宣言 附属書
５．国内外の関係機関等との協力・連携強化 施策

本協会では、グリーンボンド市場等の動向について日本市場関係者の理解
を深め、日本市場の課題等を探る機会として、国際資本市場協会
（ICMA）との共催で、毎年、グリーン／ソーシャルボンド・カンファレンスを
開催している。また、同カンファレンスの前日には、発行体を対象としたセミ
ナー「エグゼクティブ研修コース」を開催、ICMAグリーン／ソーシャルボンド
原則日本語版を作成するなど、関係機関・経済団体等との積極的な連携に
取り組んでいる。

ICMAとの連携のみならず、IFRS財団による国際サステナビリティ基準審議
会（ISSB）に係る意見発信、環境省、金融庁、経済産業省をはじめとす
る関係省庁との連携、GFANZ等国際的イニシアチブへの協力可能性検討
等、証券業界を取り巻くステークホルダーは国内外・官民問わず数多く存在
し、サステナブルファイナンス推進に向けた連携強化の必要性を認識。

現状・問題意識の背景 問題意識

具体的対応施策



© Japan Securities Dealers Association.All Rights Reserved. 10

サステナブルファイナンス推進宣言 附属書

アクション プラン PDCAサイクル方針

Act Plan

DoCheck

本書にて当面のアクションプラン
 具体的対応施策
 施策実施予定時期
 施策実施公表箇所等

を計画

本協会事務局において
国内外の関係機関等

ステークホルダーと連携協力の上
アクションプランを実行

本協会会議体
（サステナブルファイナンス

推進委員会等）
においてアクションプランの

効果を検証

検証結果を元に
附属書・当面のアクションプランにつき

状況・必要に応じ
改定／変更／追加等の

更新を実施
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本事務年度における対応状況

1. （市場関係者向け）経済産業省を中心に公表されている分野別ロードマップに関する市場関係者
を対象とした勉強会を開催する。

2. 本協会国際部が事務局を務める「アジア証券人フォーラム（ASF）」のトランジションファイナンスに
関するスタディグループでアジア域内におけるトランジションファイナンスの状況に関し情報共有を図る。

3. ICMAとのイベントを始め、トランジションファイナンスに関する各種発信を検討する。

1. 2023年2月1日付でICMA・日証協ウェブ
サイトに公表

2. 2023年3月29日に開設

1. （発行体向け）ICMAとの研修プログラムを継続するにあたり、SDGs債の発行体にとってより有
意義となるよう内容の見直し等を検討する。

2. （証券会社向け）本協会が発行・公表する「SDGsに貢献する金融商品に関するガイドブック」の
内容を最新の内容となるように改定を行う。

1. 2022年11月17日開催時には、配布資料
の日本語仮訳作成

2. 2022年3月改定・公表済

1. 発行体のインパクトレポーティング作成に資するよう、ICMA「Harmonised Framework for
Impact Reporting」等の翻訳、公表を検討する。

2. 本協会ホームページにインパクトファイナンス、インパクトレポーティングの各イニシアティブ（GIIN、
GSG、IMP、ISSB等）が公表する実際のツール、非財務報告フレームワーク（SASB、GRI
等）が公表するガイドライン等へのポータルサイトの開設を検討する。

1. 2022年４、5月に計4回開催
2. 2022年7月、同スタディグループを開催
3. 2022年11月18日、ICMAとの共催カン

ファレンスを実施

1. 2023年4月3日開設
2. 引き続き対応を検討

1. 本協会ホームページの個人投資家向けサイト「投資の時間」内に、サステナブルファイナンスの意義
等について理解に資するようなコンテンツを検討する。

2. 個人投資家へのESG投資等の浸透状況により、将来的には、個人投資家による上場株式への
ESG投資等の手法や事例の収集・公表等を検討する。

1. 2022年7月29日付で意見書を提出
2. 継続的に対応
3. 継続的に対応
4. 継続的に対応
5. 継続的に対応

1. サステナビリティ報告に係る基準の策定に関し、証券業界として適切な意見発信を行う。＜サステナ
ブルファイナンス推進委員会下部に「サステナビリティ基準ＷＧ」を設置済＞

2. JPX「サステナブルファイナンス環境整備検討会」におけるESG関連プラットフォーム等の施策に対し、
積極的に連携・協力を図る。

3. サステナブルファイナンスに関する現状の課題、内外動向等について関係者間で意見交換を行い、
必要に応じ、当局等に対し意見発信等も検討する。

4. サステナブルファイナンスに関する取組み等は、関係省庁、GFANZ等の内外各ステークホルダーの
イニシアティブ等との必要な連携も留意し検討する。

5. 引き続き、ICMAとの連携を継続する。
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サステナブルファイナンス推進宣言 附属書
来事務年度における具体的対応施策（案）

1. （市場関係者向け）経済産業省等で検討されている分野別ロードマップ及びフォローアップ・ガイ
ダンスに関する市場関係者を対象とした勉強会の開催

2. 本協会国際部が事務局を務める「アジア証券人フォーラム（ASF）」のトランジションファイナンスに
関するスタディグループでアジア域内におけるトランジションファイナンスの状況に関する情報共有

3. ICMAとのイベントを始め、トランジションファイナンスに関する各種発信を検討
4. （投資家等の市場関係者向け）先進的な投資家の知見共有やトランジション技術の概要等を取
り扱ったセミナーの開催

1. 随時対応
2. 随時対応

1. （発行体向け）ICMAとの研修プログラムを継続するにあたり、SDGs債の発行体にとってより有
意義となるよう内容の見直し等を検討

2. （証券会社向け）本協会が発行・公表する「SDGsに貢献する金融商品に関するガイドブック」の
内容を最新の内容となるように改定を必要に応じて検討

3. ICMA原則等、市場関係者に資する海外資料の翻訳の実施

1. 2023年開催時に検討
2. 随時対応
3. 随時対応

1. 2022年度に本協会HP内に開設した「インパクト測定ツール情報サイト」の更新を検討
2. 金融庁「インパクト投資等に関する検討会」報告書の公表（2023年秋頃を予定）を踏まえた対

応の検討

1. 2023年度中（2023年４月「自動車
分野」に関する技術ロードマップ勉強会
を開催）

2. 随時対応
3. ICMAとの共催カンファレンス実施時に

検討
4. 2023年度中

1. 2023年度中
2. 引き続き対応を検討

1. 本協会ホームページ内に個人投資家向けに、サステナブルファイナンスの意義等について理解に資
するようなコンテンツの掲載を検討

2. 個人投資家へのESG投資等の浸透状況により、将来的には、個人投資家による上場株式への
ESG投資等の手法や事例の収集・公表等を検討

1. 随時対応
2. 随時対応
3. 随時対応
4. 継続的に対応
5. 随時対応

1. サステナビリティ報告に係る基準の策定に関し、証券業界として適切な意見発信を行う。
2. サステナブルファイナンスに関する現状の課題、内外動向等について関係者間で意見交換を行い、

必要に応じ、当局等に対し意見発信等を検討
3. サステナブルファイナンスに関する取組み等は、関係省庁、GFANZ等の内外各ステークホルダーの

イニシアティブ等との必要な連携も留意し検討
4. 引き続き、ICMAとの連携を継続
5. 国内関係省庁における会議体等の検討状況の共有
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具体的対応施策 時期

今般、来事務年度における対応施策案として、下記赤字部分のとおり、改定することを検討しております。


